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注意事項   

 

この２つの文書資料は、情報公開法により適法に入手した行政文書です。 

 

    この２つの文書資料は、社会保険庁及び社会保険事務所の障害年金事務に 

関して作られた内部マニュアルですが、一般原則的な規定に加え、資料とし 

て、具体的な記録・依頼文書等に基づいて「このような場合はこうする」的 

な虎の巻を集約したとのことです。従って、障害年金の裁定請求をされる専 

門家の方にとっては、当所で編集・公開している他の年金関係取扱要領等の 

資料以上に、有用かと思います。 

 

 

 ご利用に当たっては、次の点に同意頂いたものとして領布致しますので、 

よろしくお願い致します。 

 

１．当行政文書は、2006年（平成18年）4月に開示請求した時点の現用文書 

となりますが、記載内容自体が必ずしも現行法どおりとは限らず、改訂の遅 

れている部分もあろうかと思われます。ご利用に当たってはこの点十分にご 

留意ください。当所では当資料を利用したことによる個々の問題については 

責任を負いません。 

 

２．当資料はPDF形式ファイルであり、文書内容の変更・抽出等に規制をか 

けてありますが、印刷は可能です。PDFファイルの取扱いに関する疑問は、 

関係アプリケーションソフトのマニュアルをご参照頂くなど、ご自身にてご 

対応ください。当所からのサポートは致しかねます。 

 

３．当資料PDFファイルのご利用は、購入されたご本人に限らせて頂きます。 

従って、当資料PDFファイルの第三者への無断コピー配布等はなさらないで 

ください（個別パスワードによる管理等を進めております）。 
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